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○廣瀬参事官 それでは、定刻になりましたので、始めさせていただきたいと思います。 

 本日は、御多用中のところ、「令和元年度消費者庁行政事業レビュー公開プロセス」に

御出席いただきまして、ありがとうございます。 

 消費者庁行政事業レビュー推進チーム副統括責任者を務めます、廣瀬と申します。よろ

しくお願いいたします。本日は進行役を務めさせていただきます。 

 初めに、消費者庁行政事業レビュー推進チーム統括責任者であります次長の井内より御

挨拶を申し上げます。よろしくお願いいたします。 

○井内次長 消費者庁次長の井内です。 

 外部有識者の皆様におかれましては、御多忙の中、御参加いただきまして、まことにあ

りがとうございます。 

 行政事業レビューは、行政の無駄の削減はもとより、事業の効果的・効率的な実施を通

じ、質の高い行政を実現するとともに、行政の透明性を高め、国民への説明責任を果たす

ため、各府省庁みずからが自立的に実施しているものでございます。 

 その中で、本日御議論いただきます「消費者行政新未来創造等調査経費」は、本日御出

席の外部有識者の皆様に御議論いただき、徳島で実施するのがふさわしい事業内容や手法

となっているのかなどの観点から、公開点検することが望ましいと選定いただいたもので

ございます。 

 消費者庁は、消費者行政のかじ取り役として、消費者が安心して安全で豊かな消費生活

を営むことができる社会を実現することを任務としております。こうした中、シェアリン

グエコノミーやSNSにつきましては、社会的な関心が高いことから、消費者庁として取り組

みを進めているところでございます。 

 外部有識者の皆様の客観的な視点から忌憚のない御意見をいただき、見直すべき点があ

れば、さらなる充実、効率化につなげてまいりたいと考えております。 

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

○廣瀬参事官 本日御出席いただいております外部有識者の先生方につきましては、お配

りしております資料のとおり、６名の先生方となってございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 なお、石堂先生には、本日の評価結果等の取りまとめをお願いしております。 

 本日は、対象事業について所管部局から５分以内で説明を行った後、私から事業選定の

視点及び論点を提示いたします。その後、質疑、議論となっておりますが、事業所管部局

からの説明等と合わせまして45分程度を予定してございます。 

 質疑、議論の終了予定時間の10分程度前を目安に、外部有識者の皆様には評価結果、コ

メントを記載していただくよう、御案内させていただきます。 

 質疑、議論が終了した後、取りまとめ役の石堂先生が中心となって、評価結果及び取り

まとめコメントについて議論をいただき、石堂先生から評価結果及びコメントを発表して

いただきます。この取りまとめは10分程度を予定してございます。 
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 それでは早速ですが、議題「消費者行政新未来創造等調査経費」に入らせていただきま

す。 

 まず、事務所管部局から５分以内で御説明をお願い申し上げます。 

○内藤消費者政策課長 座ったままで失礼いたします。 

 政策課長の内藤でございます。 

 資料４－１及び資料４－２に基づきまして御説明をさせていただきます。 

 資料４－１をお手元に御用意ください。 

 今年度の行政事業レビューシートでございますけれども、名称は「消費者行政新未来創

造等調査経費」ということで、徳島オフィスで実施しておるものでございます。 

 根拠法令はございません。 

 右側にございますように、消費者基本計画に基づく政策の一環として行うものでござい

ます。 

 事業の目的でございます。ポイントは「技術が」以降でございます。技術が変革する将

来の消費生活をより豊かなものにするということでございまして、テーマを変えながら調

査を進めていきたいというものでございますが、昨年度からのテーマといたしまして「シ

ェアリングエコノミー」「SNS」と定めまして事業を実施しているところでございます。 

 具体的にはざっくり２つに分かれてございます。事業概要のところでございますが、１

つ目が、シェアリングエコノミーの普及に伴い発生するおそれのある消費者問題に対応す

るために、徳島をフィールドとした実証実験を行うこと。 

 もう一つが、消費生活相談におけるSNSの活用可能性について検討を行うというものでご

ざいます。 

 予算額につきましては、昨年度から実施しておりまして、昨年度は1600万円でございま

す。執行率については10％でございました。 

 裏面をお願いいたします。 

 アウトカムにつきましては設定してございません。その理由でございますが、５段ほど

下がっていただきまして、この事業につきましては、シェアエコの普及に伴い発生するお

それのある消費者問題を早期に発見・分析し、環境整備につなげる。要は、新しい消費者

問題を発見・分析して、何らかの対策を考えるということを主眼にしてございます。具体

的な対策が固まらない段階でのアウトカムの設定は困難と考えてございます。 

 かわりのKPIといたしまして、この事業から講じられるような取り組みの数というものを

考えてございます。具体的には、右上に上がりますけれども、シェアエコにつきましては

啓発資料「シェアリングエコノミーの歩き方」の制作というものを１件とカウントしてご

ざいます。 

 これ以外のアウトプットにつきましては、例えば、一番下にございますように、啓発資

料をシェアエコサービスをしているプラットフォーム事業者様のポータルにリンクを張る

ということを考えてございます。このリンクの数をKPIとして設定してございます。 
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 具体的な取り組み内容につきまして、資料４－２のほうに基づいて御説明をいたします。 

 資料４－２の表紙をめくっていただきまして、２ページをお願いいたします。 

 内容の１つ目、シェアエコに関する実証実験でございます。 

 下のところにポイントを書いてございます。まず、昨年度、阿波おどり期間に絞りまし

て、シェアエコの民泊を中心としたアンケート調査を行いましたところ、具体的なクレー

ム、苦情等はございませんでした。改めて、期間を絞らずに大手の民泊プラットフォーマ

ーの県内での民泊利用者のコメントを見ますと、いろいろと改善要望等がございました。 

 それを踏まえまして、次の３ページでございますが、全国調査を実施したところでござ

います。これによりまして、利用の状況ですとか、あるいは宿泊シェア、ライドシェアに

ついての相談の内容を把握した上で、４ページでございますが、啓発資料「シェアリング

エコノミーの歩き方」を制作しているということでございます。 

 １件目は以上でございまして、もう一つ、シェアエコに関連しまして、SNSでございます。

シェアエコ普及の背景といたしまして、SNSが普及したことによって、いわゆる個人間、見

知らぬ個人同士の信用というものが可視化されるようになったと言われてございます。 

 例えば、恐縮ですが資料の11ページまでお進みいただければと思います。こちらをごら

んいただきますと、若者を中心にSNS、メールといったようなテキストベースのコミュニケ

ーションツールの利用時間が、音声の携帯電話等の利用に比べると極めて長くなってござ

います。 

 一方、恐縮ですが８ページにお戻りいただきますと、消費生活相談件数が書いてござい

ますけれども、こちらは従来から電話による相談になってございます。40代以下の若者世

代において近年減少傾向にあるという状況がございます。 

 これを踏まえまして、さらに恐縮ですが５ページまでお戻りいただきまして、このSNS

につきましては、「検討目的」の最後の４段落目、「そこで」以下でございますけれども、

有識者によるこの名前の研究会を開催しまして、若者が消費生活相談をしやすい環境を確

保されるように消費生活相談の手段の多様化を図ることとしてございまして、一番下にご

ざいますように、今年度より徳島県においてSNSを活用した消費生活相談の実証実験を行う

こととしてございます。ことし冬ごろを目途に取りまとめを行いまして、仮にSNS相談がう

まくいくということであれば、来年度以降、このSNS相談の全国展開を目指したいと考えて

ございます。 

 御説明は以上でございます。 

○廣瀬参事官 どうもありがとうございました。 

 それでは、本事業を取り上げた視点と議論すべき論点について御説明させていただきま

す。 

 本事業は、去る５月21日に開催されました外部有識者会合における御議論を踏まえ、公

開プロセス対象事業として選定されたものです。 

 議論すべき論点は、テーマ選定は適切か。徳島で実施するのにふさわしい事業内容や手
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法となっているか。 

 また、アウトカム目標の設定に向けた工夫はされているか。 

 その他、事業の効率化やコスト削減は十分に実施されているか。 

 以上の３点が論点になろうと考えてございます。 

 それでは、質疑、議論に入らせていただきます。質疑、議論の時間は11時20分までとな

ってございます。 

 どなたからでもお願いいたします。 

 佐藤先生、お願いします。 

○佐藤委員 最初に確認なのですけれども、ポンチ絵のほうの２ページにある例のシェア

リングエコノミーの実証事業について、まず、阿波おどり期間中にアンケート調査を行い

ましたというのとあわせて、プラットフォーマーＡにおける宿泊者のコメントを集めたと

いうことですけれども、このプラットフォーマーＡにおける消費者のコメントというのは、

Ａ社に依頼して、つまり、対価を払って集めたという理解でよろしいのですか。それとも、

公開していたという理解ですか。 

○内藤消費者政策課長 これは公開されているプラットフォーム上のコメントをピックア

ップしたものでございます。対価は支払ってございません。 

○佐藤委員 だとすると、今度はレビューシートにあります支払い上位10者のところに出

てくる、恐らくこれがこの徳島のアンケート調査なのかなと思ったのですが、徳島におけ

るシェアリングサービスに関するモニター調査というところで株式会社ウダツアップさん

に100万円となっていますけれども、これはこの阿波おどり期間中のアンケート調査に対す

る支払いという理解でよろしいですか。 

○内藤消費者政策課長 ウダツアップの調査につきましては、この資料にはつけておりま

せんが、県内におけるプラットフォーム事業の実態について調べていただいてございまし

て、その経費を計上してございます。 

○佐藤委員 アンケート調査の経費というのは出ていない。 

○内藤消費者政策課長 資料上はつけてございません。済みません。 

○佐藤委員 違う違う。阿波おどり期間中のアンケート調査の届出者13人と宿泊者14名の

経費というのはどこに計上されているのですか。 

○内藤消費者政策課長 これは徳島オフィスのスタッフが直接アンケートを実施してござ

いますので、経費としては人件費以外の予算は利用していないということでございます。 

○佐藤委員 自分たちでやったということですね。 

○内藤消費者政策課長 そうでございます。 

○廣瀬参事官 石堂先生、お願いします。 

○石堂委員 今後発生するであろう消費者問題ということを視野に入れてやっていくと、

考えられるテーマは幾つもあると思うのです。いろいろなものが見えていると思うのです

けれども、シェアエコとSNSを最初に持ってきたというのはなぜかということが一つ。 
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 もう一つは、予算が、30年度は1600万見たけれども、実際には10分の１で終わっている

ということなのですが、レビューシートを見てもその残額を繰り越してはいないのですね。

そうすると、この予算だけ見ると、消費者庁さんがシェアエコとSNSに関する調査検討をや

るのに、この1600万と31年度の1200万の2800程度かけてやろうという意図があったように

見えるのですけれども、そうではなくて、30年度実績以外は繰り越さなかったということ

からいくと、1300万か400万あれば両方事業の遂行が可能だと判断して繰り越さなかったの

か、繰り越すことに何か繰り越せない理由があったのか、その２点をお伺いしたいと思い

ます。 

○内藤消費者政策課長 まず１点目でございます。テーマとしてなぜシェアエコ、SNSを選

んだかということでございます。ちょっとざっくりした説明になって恐縮ですが、消費者

問題というのはそもそも事業者と消費者の間におけるトラブルに対する解決策ということ

を見出すために政策を行っているものでございます。 

 対しまして、シェアエコ、SNSといいますのは、いわゆる個人と個人がやるものでござい

まして、そういう意味で、これまで消費者行政としては手をつけてきていなかった部分で

ありますが、近年になってこれに関する相談が寄せられるようになってきておりますので、

看過し得ないということで今回テーマとして選定したということでございます。 

 ２点目、10％しか執行できなくて、繰り越しをしなかった背景、理由についてございま

す。理由につきましては、徳島で行いましたアンケートの結果が芳しくなかったというこ

とが大きいということで、スケジュールが大幅に後ろ倒しになりました。 

 一方で、今年度予定しておりましたSNSを中心とした実証実験を徳島でやるということで、

翌年に回したから２倍できるということではございませんで、徳島でできる業務量は限度

があるということで、当初２年計画で考えていた事業量よりは規模を縮小して実施すると

決めたということでございます。 

○廣瀬参事官 佐藤先生、どうぞ。 

○佐藤委員 ちょっとこだわるようなのですが、というのはなぜかというと、論点の中の

事業の効率化やコスト削減が十分に実施されているかどうかということを判断しなければ

いけないのですけれども、先ほどの御説明のウダツアップさんですか。これは、去年執行

の中で100万円が一番大きい支出項目なのですよね。にもかかわらず、今の御説明ですと資

料に載せていないのですよね。事前勉強会のときも民泊の利用実態調査に使ったのかなと

思っていたのですけれども、今の御説明だと、このポンチ絵の資料にも載っていないし、

恐らく行政事業レビューの成果のところにも載っていないしということになって、この100

万円は何に使ったのということになるのです。 

○内藤消費者政策課長 これは別途公表することを考えてございますが、徳島の地元なら

ではのシェアリングサービスとしてどういうものがあるのかというのを調査いたしまして、

具体的には料理とか、例えばバーベキューとかといったような場貸しのサービスというも

のの実態を調べたということでございました。 
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 報告書についてはまとめて別途公表することを想定してございますが、今回の資料から

は外させていただいてございます。 

○佐藤委員 行政事業レビューというのは、本当は予算の使い方がどう効率的だったかど

うかを判断するのですよね。なのに、一番最大の支出項目の100万円の使われ方については

ここまで全く議論が出ていない、資料にも出ていないということは、これはある意味ルー

ル違反で、事務局とのすり合わせが不十分だったのかもしれませんけれども、この100万円

は何に使ったのか。だったら、料理でも何でもいいのですけれども、徳島の中のシェアリ

ングエコノミーの調査について実際にどうだったのか、その効果は何なのかということを

議論しないといけないはず。100万も使ってしまったのだから。 

 だけれども、それは後で公表しますということになると、我々は今、少ない執行額の160

万のうちの100万を除いた部分について議論しているとなると、一番重要なところを除いて

しまったということになるのですけれども。 

○内藤消費者政策課長 説明の都合上、省略させていただきました。そこは配慮を欠いて

おりました。失礼いたしました。 

○佐藤委員 あと、ほかの論点について言うと、テーマ設定が適切かというと、徳島で実

施するのにふさわしい事業になっているかというのは、答えは明らかにノーです。だって、

やってみたら、阿波おどりの期間中だって十分なサンプルは集まらなかったわけだし、だ

から、結果的に全国調査をすることになってしまったわけですよね。 

 前に事前勉強会で申し上げましたけれども、もし徳島オフィスの利活用ということを前

提にするのであれば、徳島でやるからこそ意味のある事業であるべきであって、それはほ

かのところでやっていらっしゃるみたいですけれども、消費者教育であるとか食品ロスで

あるとか、地元特有、地域密着型の事業ということであれば、なるほど、徳島でやる価値

があるねと。それを優良事例として横展開するというのは地方創生などではよくある話。 

 だけれども、シェアリングエコノミーの技術って、シェアリングエコノミーだけだと都

合が悪いので、「シェアリングエコノミー等の技術」とおっしゃいますけれども、技術の

変化は徳島だけではないし、徳島で先行する理由もなくて、これはむしろ全国的ですよね。

だから、シェアリングエコノミーだろうとSNSだろうと、技術の変化ということであれば全

国展開が最初であって、それをわざわざ徳島でやる理由は何かあるのですか。徳島はそう

いう分野の最先端である必要はあるのですか。 

○内藤消費者政策課長 今回シェアエコを徳島でやることにした理由でございますけれど

も、私どもとしては、当初、シェアエコに関する消費生活上のトラブルのサンプルは十分

徳島でとれると判断をして、徳島県内のアンケート調査等を行ったところでございますけ

れども、結果として、シェアエコの実態調査というのは、徳島だけでは十分なサンプル、

成果が得られなかったということかと思っております。 

○佐藤委員 最後の質問になってしまいますけれども、次に今度力を入れますと言ってい

る若者の消費生活相談のSNSの利用についてというのは、趣旨は若者にもっといろいろと相
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談をしてほしいということなのだと思うのですが、これをなぜ徳島でやる意味があるので

すか。これだって本当は全国展開ですよね。 

○内藤消費者政策課長 こちらにつきましては、全国展開を視野に入れて今年度相談の実

証実験をやろうと思ってございます。これは徳島を選びましたのは、徳島がそういう相談

を受け付ける体制ができているということと、実証実験を全国で行うというのは、SNSはど

こからでも着信してしまうというようなことがございまして、エリアを絞って実証実験を

やって、その可否を確かめたいというようなことがございました。 

 ですので、今回考えていますのは、徳島県内だけにこのSNS相談の実証実験の開始を周知

しまして、県内だけの相談で、最終的には相談員のマニュアルを作成するというような取

り組みにまで持っていければいいなと考えてございます。 

○佐藤委員 具体的に何をやるのですか。 

○内藤消費者政策課長 まさに電話のかわりに、例えば、個社名を出して恐縮ですが、LINE

のようなプラットフォームを使って実際の相談を受け付けて、途中で恐らく電話に変わる

と思うのですが、相談を解決まで持っていくと。そのサンプル数を積み上げて、実際にSNS

相談をする際にはどういうことに気をつければいいかとかといったようなことを相談員さ

ん向けのマニュアル作成みたいなところに持っていくというのが、うまくいったときの最

終目標でございます。その上で、そのマニュアルを使って、全国でSNS相談を展開していき

たいというのが、うまくいった場合の目標になります。 

○廣瀬参事官 左三川先生、お願いします。 

○左三川委員 今の件と関連するのですけれども、頂戴した資料のスライド８番をみます

と、足元で、むしろ高齢者の相談件数、すなわち問題事案がふえているようですが、この

事業は、若者にもっと相談サービスを利用していただきたいという御視点で考えていらっ

しゃるのか、あるいは相談のツールとしてSNSの活用をもう少し広げたいということなので

しょうか。SNSを使っているのは若者だけとは限らないと思うのですが、若者の相談、しか

もSNSによる相談に対象を限定されているように聞こえるのですけれども、高齢者の相談件

数が増えている中で、この点をどのようにお考えでいらっしゃいますか。 

○内藤消費者政策課長 必ずしも若者に限っているということではないのですけれども、

電話を使っていない層、いわゆる電話を日常的に利用していない層のセーフティーネット

としてSNS相談を導入するということを考えておりまして、ターゲットは、ちょっとくどく

なりますが、若者と、いわゆる電話を余り使えない、具体的に言うと障害者の方といった

ような方々を想定してございます。 

 ただ、必ずしも高齢者からのSNS相談というのを否定しているわけではないのですけれど

も、それは淡々と受け付ける形になるのですが、イメージとしては従来の電話ではなかな

かリーチできなかった層からの相談を受け付けるツールとしてSNSを用いたいということ

でございます。 

○廣瀬参事官 田口先生、お願いします。 
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○田口委員 シェアリングエコノミーの実証実験については、レビューの論点としてはテ

ーマ選定が適切か、アウトカム目標の設定はどうか等、３点挙げられていますけれども、

本件についてのポイントは、テーマ選定が適切だったかという点だと思います。 

 この事業については、全国展開を見据えてまず徳島でモデルプロジェクトとしてやると

いうことで、それ自体は趣旨としてはよく理解できるのですけれども、それにふさわしい

テーマ選定であったのだろうかということです。シェアリングエコノミーについて、民泊

の利用実態等をアンケート等で調査して、結局どういう成果が得られたのかというと、回

答数も比較的少数ですし、回答内容も全国展開に直接参考となるようなものが得られたと

は必ずしも言えない。そういうことで、所期の成果が十分得られたとは言いがたいのでは

ないかと思われます。 

 新しい消費者問題について、その問題点を早期に把握して、それに対する対応を全国に

向けて展開していくと。そういう狙いはいいのですけれども、このシェアリングエコノミ

ーについて全国展開を見据えて調査するというのは、やはりどうもテーマ選定に問題があ

ったのではないかと思われます。 

 もう一つのほうの若者が活用しやすい消費生活相談、特にSNSを活用してどういうことが

できるかということですが、これは消費者問題の分野としては、非常に重要な課題だと思

います。ただ、御説明にあったように、この事業は平成30年度ではまだ始まったばかりで

して、これについて現時点でレビューなり評価をするというのは、少し時期尚早かなと思

います。 

 今後、この事業の成果を通じて、SNSをうまく相談に活用していく。それを全国展開につ

なげていく。そういう糸口になるような成果が得られるならば、有意義だと思います。 

 ただ、東京でやったほうが効果的、効率的なものまでを、徳島オフィスで無理にやると

いうようなことがないように注意をする必要はあると思います。 

 以上です。 

○廣瀬参事官 ありがとうございました。 

 竹内先生、お願いします。 

○竹内委員 今の田口委員と同じような意見になりますけれども、これまで消費者庁とし

て手つかずであったシェアリングエコノミーであるとかSNSは、消費者問題として非常に重

要なテーマかと思いますが、それに手をつける取っかかりとしてこの新未来創造調査とい

う枠組みの中でテーマを選んでしまったというのは、事業が効果的に実施されたか、より

よいアウトカムを得られたかという意味でいうと、やはりテーマ選定に課題があったので

はないかなと。 

 シェアリングエコノミーにしてみますと、調査結果で、認知状況であるとか利用提供経

験が低かったというような調査結果がありまして、そのような状況なので、啓発に進める

と。これは、シェアリングエコノミーを推進するという行政目的と、シェアリングエコノ

ミーが提供されている中に潜在的にあるであろう消費者問題を見つけてくるということと、



9 

 

ちょっと混同している部分が大きいのではないかなという心証を持っています。推進と消

費者問題は絡んでいる部分もあるとは思いますけれども、そこの部分というのは別問題で

はないのかなというような気がいたします。 

 SNSにいたしましても、若者がSNSを使って消費相談をするということですけれども、一

番効果的なのは、若者が多くて消費者問題が若者に降りかかってきそうな場所でおやりに

なるのが政策的な効果というのはあるのかなと思いますので、結論的には、先ほどの田口

委員と同じような意見になりますけれども、新未来創造調査と徳島の中でやるもっとより

よいテーマというものを検討していただきたいなと思います。 

○廣瀬参事官 事務局からいかがでしょうか。お願いします。 

○内藤消費者政策課長 シェアエコにつきましては、私ども、もう少し徳島だけで課題な

り対策までをとれると見込んでおったのですけれども、その部分については見通しが甘か

ったということでございまして、今、両委員から御指摘があったように、テーマ選定のと

ころについてもう少し事前の精査をしっかりすべきだったのであろうというのは、まさに

御指摘のとおりだと考えてございます。 

○廣瀬参事官 佐藤先生、お願いします。 

○佐藤委員 私もいろいろな行政事業レビューをやるのですけれども、これはたちの悪い

ケースの一つだと思いまして、たちが悪い理由その１は、先ほどの繰り返しになりますけ

れども、これは、実は我々はこの段階で何も評価をしていないのです。 

 というのは、行政事業レビューの目的は、執行された予算が効率的に使われたかどうか

を検証するのです。でも、その一番最大の支出項目100万円については実は全く説明もされ

ていないし、ここでも検証の対象にもなっていないのです。ということは、これはレビュ

ーをしていないという結論になってしまうのです。 

 本来は出すべき材料の100万円の使い道について、隠したわけではないでしょうけれども、

俎上に出してこなかったというのは、レビューに臨む態度としては誠実性に欠くというこ

とになると思います。これは非常に悪いケースです。 

 もう一つ簡単に言うと、この事業は極めて場当たり的なのです。未来創造等調査と言い

ます。要するに、徳島のオフィスを使って調査実証事業をやろうと。でも、中身は何でも

いいですと。我々、今、シェアリングエコノミーだめじゃないと言っているけれども、で

は、今度はSNSでやってみましょう。きっとSNSもうまくいかないので、であればまた次に

何か考えますということになると、実は、これも行政事業レビューをやる意味がないので

す。 

 事業を評価して、これがだめなら目的にかなわない、効果がないということであれば、

抜本的に見直してもらうということが筋なのですけれども、余りにものれんに腕押しにな

ってしまう。というのは、もともと目的が曖昧過ぎるからなのです。 

 もちろん、いろいろな項目を含む網羅的な事業はほかにも幾らでもあるのですけれども、

普通はそれでも限定列挙して、これこれこういうことに対して使うのですと列挙して、そ



10 

 

の枠の中で普通は議論するのですけれども、このシェアリングエコノミー等の「等」のと

ころに全てが入ってきてしまうので、我々は一体何を評価しているのですかということに

なってしまうのです。 

 ただ、何が言いたいかというと、政策体系のたてつけ自体ができていないのだと思うの

です。行政事業レビューシートにしても、アウトカム評価は適切かというのもあるのです

けれども、そもそもアウトカムがない。 

 それから、普通はレビューシートに施策が必ずあるはずなのです。事業というのは手段

であって、施策の手段なのです。なので、必ず上位目標があるはずなのです。事業という

のは政策体系の下に位置するので、下位部分なので、でも、その施策もないのです。 

 とすると、この事業は消費者庁さんの政策体系の中のどこに位置づけられているのか、

全くわからない。というか、そもそも消費者庁さんは政策体系を持っているのということ

に今度はなってきてしまうので、そのあたりに抜本的な課題があるということだけは指摘

しておきたいと思います。 

○廣瀬参事官 ありがとうございました。 

 石堂先生、お願いします。 

○石堂委員 先ほど佐藤先生からも指摘があったのですけれども、要するに、そのお答え

の中でもアンケートを十分にできなかった、件数がなかったというお話があったのです。

そうすると、ちょっと疑問なのは、徳島では非常に協力が得られたという御説明もたしか

あったはずなので、ただ、徳島オフィスというのは県の組織でもなければ、国の組織とし

て徳島にあるわけですから、徳島で十分な結果が得られなかったら、近県なり、あるいは

直近で大都市である大阪なり、そういうところを、それこそ予算を繰り越してでも調べよ

うという意欲がなかったのですかというところはちょっと気になるのですけれども、その

辺はどんな考えですか。 

○内藤消費者政策課長 徳島で十分な成果が得られなかったら、もう少しエリアを拡大し

てやるべきではないかというのはまさにおっしゃるとおりで、本当に今思えばですけれど

も、せめて関西広域圏とかに拡大をして調査をすべきだったのではないかと思っておりま

す。 

 先ほどの繰り越しの件ともかぶるのですけれども、今年度においてはスケジュールが全

部後ろ倒しになったということで、SNS相談の実証実験を若干規模を縮小してやらせていた

だくことを現状考えておりまして、本来は年度を通じてできればというような思いはあっ

たわけですが、その分、規模は縮小しても最低限の成果は出せればいいなとは考えており

ます。 

 そういう意味で、昨年度分を繰り越すよりは今年度の分をしっかり使うというようなイ

メージで、先ほどの話に戻りますけれども、あえて繰り越しは行わなかったという形にな

ってございます。 

 それから、先ほど佐藤委員からいただいた政策体系につきましては、一応形としては、
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消費者基本計画の下に年次計画で消費生活相談体制の充実という項目がございまして、そ

の相談体制の充実という項目の一環としてこれはやらせていただくというような形になっ

てございます。 

○石堂委員 もう一点、SNSのほうなのですけれども、若者の相談が少ないという事実があ

るというのは数字的には正しいのだと思うのです。ただ、それに対して、消費者庁さんと

しては、相談事はあるはずだと。それで、それを消費者庁として対応したいという論理で

こう言っていると思うのです。ただ、相談事が少ないというのは、相談事がそもそもない

かもしれないし、ネット社会であってみれば、いろいろとネットの中で調べたらそれで解

決できるということもあって、少ないなんて可能性もあると思うのです。 

 私がちょっと気になるのは、消費者が相談事を持っている限り、それはなるべく消費者

庁が前面に出て対応すべきだというのは、ずっと何十年もやっている行財政改革の流れか

らいけば、国はどこまでやるべきかという議論はどこかでふえてしまうような気がするの

です。 

 ですから、前提が、相談事はいっぱいあるはずであり、消費者庁としてはそれに対して

基本的に対応する義務があるのだというその善意はわかるのですけれども、必ずしも全部

を消費者庁が引き受けなければならないのだという施策としてやっていくのは私としては

ちょっと疑問があるなと思うのですが、その辺はいかがですか。 

○内藤消費者政策課長 必ずしも全部を受けとめる必要はないのだろうとは思っているの

ですけれども、消費者行政というのは個人レベルの困った環境におられる方にセーフティ

ーネットとして手を差し伸べるということですので、少なくともセーフティーネットに穴

があればそこは埋めなければいけないというのが基本的な考え方でございます。 

 委員が御指摘のように、もしかすると若者はネット上で全てを解決して、相談がそもそ

もないのだという可能性はあろうかと思います。これは私どもも検証していませんので何

とも言えないですけれども、そうは言いましても、現状はやはりそれなりに若者からの相

談がぽつぽつと寄せられており、加えて電話をそういう若者たちが全然使わないというよ

うな状況を見ますと、何がしかの対策を講じる必要があるのではないかと思っておりまし

て、これは消費生活相談ではなくて別の、例えば自殺相談というようなものを見ています

と、SNSの導入によって相談件数が大幅にふえているというような、別の分野でのデータも

ございますので、そういう意味で、私どもとしてはこれはトライしておいたほうがいいだ

ろうと考えているところでございます。 

○廣瀬参事官 山田先生、お願いします。 

○山田委員 外部の我々から見ると、シェアリングエコノミーの予算でSNSの研究がされて

いるというのが、どうもやはり腑に落ちないです。 

 最初の御説明ではどちらも個人間の話であるというお話だったのですけれども、それを

言ったら消費者センターの電話相談も個人間の話になるので、おかしくないですかと。 

 SNS相談の議事録を読みました。若者が活用しやすい消費生活相談に関する研究会の議事
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要旨があったので読みましたけれども、個人間のトラブルの話は議論していないですよね。

議論されているのは、あくまでも消費生活センターの電話だけではなくて、いかにしてSNS

で相談を受けるかという話になっているので、シェアリングエコノミーの話はしていない

ですよね。だから、全然関係ないのに、予算のタイトルがシェアリングエコノミーだと、

そこはどうしても腑に落ちないという点がまず第１点。 

 第１点の補足で言うと、若者が活用しやすい消費生活相談に関する研究会の話は、すご

くいい議論をされていると私は思います。そもそも知名度がないのではないかとか、時間

帯が学校とかぶっているから相談できないというのはおっしゃるとおりで、本当にすごく

いい議論をされているので、それはそれとして予算を計上してちゃんとやるべきかなと。

このSNSの研究会に関してはすごくいい議論をされていて、その実証実験が徳島でやりやす

いということであればぜひやっていただいて、進めていただければなと私は思っておりま

す。 

 それを踏まえても、31年度の予算で1200万。そのうち、消費者政策調査費が出ています

けれども、この1000万は何に使う御予定なのでしょうか。 

○内藤消費者政策課長 まず、１点目のタイトルが腑に落ちないところは、私のこれまで

の説明がよくなかったところでございまして、改めてこの新未来創造等調査経費という名

前のもとにテーマを変えていくという事業のたてつけでございました。それは、この事業

はシェアエコのためのという御説明はしていなくて、そこは委員に無用な混乱を与えてし

まったということかと思います。失礼いたしました。 

○廣瀬参事官 内藤課長、時間になりましたので、ちょっとお待ちください。 

 ここで11時10分でございますので、議論の途中ではありますが、評価結果、コメントを

コメントシートに記載するようにお願いいたします。 

 10分程度引き続き議論の時間がございますので、続けていただければと思います。 

 途中で切って申しわけございませんでした。内藤課長、続けて御説明をお願いいたしま

す。 

○内藤消費者政策課長 では、そのまま御説明させていただきます。恐縮です。 

 今年度の予算の1200万円につきましては、今のイメージとしては実際の相談員にマニュ

アルをつくってもらうことにしてございますので、作成してもらうためのマニュアルを恐

らくシンクタンクに依頼してつくってもらいます。 

 それから、実証実験については、地元の相談員の方に別途平日等にSNS相談を実際に受け

てもらうということで、相談員が実際に相談を受けるための人件費とマニュアル作成費と

いうのがSNS関係の費用となります。 

 それから、昨年度終わらなかった啓発資料「シェアリングエコノミーの歩き方」の編集

作成費というものもこの1200万の中に含まれている形になります。 

 以上でございます。 

○廣瀬参事官 議論の時間はあと10分程度ございますので、追加的に御意見などありまし
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たらお願いいたします。 

 石堂先生、お願いいたします。 

○石堂委員 時間もあれですので、消費者行政と言いますけれども、根本は消費者の保護

なのだろうという気がするのです。 

 ２ページの資料で、アンケート調査をやったときに、宿泊施設にもアンケートをしてい

るのです。宿泊を提供した側にもアンケートをとるし、それから、宿泊した人にもある。 

 それと、もう一つのプラットフォーマーからのものは、宿泊者に限定されているのです。

本当はプラットフォーマーというのは両方の情報を持っているはずだと思うのだけれども、

なぜか、これは公開情報に頼ったとおっしゃっていましたから、片方は公開されていない

ということかもしれませんが、消費者庁としてはサービスを提供する側、受ける側、両方

のデータを必要とするのだと理解すべきなのか、いわば、消費者に困っていませんかとい

うほうで、消費者のほうから情報を得ていこうとするのか、そのスタンスというのはどう

なのかなとちょっと思いました。 

○内藤消費者政策課長 少しくどい御説明になります。先ほどの山田委員の御質問にもち

ょっと関連してきますけれども、もともとの消費者行政、いわゆる消費者保護のスタンス

というのは、B to Cが基本でございます。事業者と個人の間には、交渉力とか商品に対す

る情報、知識の構造的な格差があるということに着目をして消費者保護を図るというのが、

これは消費者保護法制の過半の法律の、いわゆる大目的のところに書いてあるということ

でございます。 

 今回、特にシェアエコというのは、プラットフォーマーはちょっと置いておいて、これ

は民泊のオーナー様も宿泊者も基本は個人ということで、個人間、C to Cの取引というこ

とになろうかと思います。こういったようなものについては、現行の法制ではなかなかタ

ーゲットに入っていないということで、消費生活相談の現場では運用で対応をしていた。

具体的に言うと、C to C取引で何かトラブルが寄せられたときには、プラットフォーマー

の相談窓口を紹介するというような対応がこれまで一般的でございました。それで本当に

いいのかというようなことで、こういった取り組みを始めているところでございます。 

 もとに戻りまして、サービスの片方だけでいいのか、両方だけでいいのかという点につ

いては、データはとれなかったのですが、基本的に両方でございます。オーナー様も宿泊

者も両方のトラブルについて把握をしたいと考えてございまして、これはオーナー様も個

人という形になってきますので、ビジネスとしてされている場合は事業者ですので消費者

行政から外れてしまうわけですけれども、ぽつぽつと何かの機会を捉えて人の役に立とう

みたいなレベルであれば個人ですので、C to Cであっても消費者行政として何らかの手を

差し伸べることができるのではないかという問題意識を持っておりますので、結果として

そこには法律の手が差し伸べられないということになるかもしれないのですけれども、今、

この瞬間の取り組みとしては、オーナー様の側についてもデータはとって、何がしかでき

ないかというのは考えたいと思っております。 
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○廣瀬参事官 田口委員、お願いします。 

○田口委員 今の御説明というのは非常に大事だと思うのです。今、取り上げられている

シェアリングエコノミーの問題というのは、形式的に捉えればC to Cということで個人間

取引かもしれませんけれども、個人と個人の間にプラットフォーマーという事業者が入っ

てきますので、いわば３者間の関係になってくる。その３者間の関係の中で、いろいろな

消費者が係わるトラブルや問題が出てくる。 

 これは、極めて現代的な新しい形態の消費者問題でもあるので、単にC to Cの問題だか

ら本来の消費者問題の範疇から外れますと言って済ませられる問題ではないし、それが次

第にウエートを高めている。それに消費者政策としていかに効果的に対応していくかとい

うのは非常に重要な今日的課題だと思うので、その問題点、対応策を具体化していくとい

うのは極めて重要ではないかと思います。その点は十分念頭に置いて今後対応していく必

要があるのではないかと思います。 

○廣瀬参事官 そろそろお時間が近づいてまいりましたが、最後の御質問などがございま

したらお願いいたします。 

 佐藤先生、お願いします。 

○佐藤委員 感想めいたことになってしまうのですけれども、これはシェアリングエコノ

ミーが重要だということは誰も否定しないのです。だから、ここでの議論はシェアリング

エコノミーが重要かどうかではなくて、それを徳島でやる意味があるかどうかであって、

だとしたときに、そこは違うと思うのです。 

 それから、調査研究事業というのはもちろんほかの省庁さんでもよくやられますけれど

も、普通、何のために調査研究をやるかといえば、何らかのデータ資料の提供、白書をつ

くりますとか、何らかの審議会や委員会にデータを提供しますとか、それから、普通は調

査は継続調査をするのですよね。もちろん新しいテーマも開拓するけれども、継続的な調

査項目もある。だから、一つの事業として続けなければいけない。 

 普通はそういうたてつけなのですけれども、ここの調査というのは毎年変わるみたいだ

し、極めてくどいし、結局場当たり的だし、出てきたものをどう活用するのですかと言わ

れても、いや、ガイドラインをつくりますと言われても、そのデータはほかに利活用があ

るのですかと言われたときにそれもないねと、広がりがないですよねということになって

いるので、調査研究だから何をやってもいいというわけでは必ずしもないということだけ

は一応言っておきます。 

○廣瀬参事官 事務局からはよろしいでしょうか。 

○内藤消費者政策課長 はい。 

○廣瀬参事官 それでは、そろそろ時間となりましたので、質疑、議論はここまでとさせ

ていただきたいと思います。 

 石堂先生の御準備が終わりましたところで、お願いします。 

○石堂委員 それでは、私のほうから各委員の評価がいかなるものであったかということ
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を御紹介し、また、各委員から出ました意見を、全部はあれですので、かいつまんで御紹

介しながら、最終的に取りまとめコメントの案を出したいと思います。 

 まず、評価の結果ですけれども、事業の一部改善が２つでございます。事業全体の抜本

的改善が３人であります。それから、廃止が１人となりました。 

 これは、淡々と一番票の多かった事業全体の抜本的改善というのを評価の結論といたし

たいと思います。 

 いろいろ書いていただきました御意見でございますけれども、目的としてのシェアリン

グエコノミーの調査研究と手段、事業を混同しているのではないか。事業を続けるための

目的の差しかえは認められないのではないかというような御意見。 

 徳島での実証実験や取り組みをどのように全国展開につなげることができるのか、より

明らかにする必要があるのではないかという御意見。 

 また、若者の活用しやすい消費生活相談については、取り組みはすばらしいが、シェア

エコとは関係ないので、別事業にすべきではないか。これは事業の立て方にかかわる御意

見かなと思います。 

 このような御意見が出ておりますが、私のほうの取りまとめコメントの案といたしまし

ては、ちょっと読ませていただきますけれども、「『消費者行政新未来創造調査等』とい

う事業名のもと、シェアリングエコノミーに係る消費者保護及び若者を主眼とするSNSを活

用した消費者相談窓口をテーマに調査検討が行われた。 

 いずれも徳島オフィスを中心として、地元の協力も得ながら進められたとのことではあ

るが、テーマ選定に疑問が残るとともに、その調査検討の対象はごく限定された範囲にと

どまっており、そこで得られた結果を全国レベルでの消費者保護施策を引き出す基礎とす

ることには無理があると言わざるを得ない。 

 今回得られた調査ノウハウ等をいわば起点として活用しつつ、将来に向けた全国レベル

の消費者行政の基礎となり得る調査検討体制に向け、事業全体の抜本的見直しが求められ

る。」というようなことでいかがかと思うのですが、御意見、御議論いただければと思い

ます。 

○廣瀬参事官 いかがでしょうか。 

 田口先生、お願いします。 

○田口委員 シェアリングエコノミーについては、今、石堂委員がおまとめになられたと

おりで、抜本的に見直しをするというのが妥当だと考えます。 

 他方、若い人の相談の新しい仕組みづくりというのは消費者政策にとって非常に大事な

課題ですので、事業形態をどういうふうにするかはよく考える必要があると思うのですが、

今まで取り組んだものを生かしながら、よりよい成果につなげていくことを考えていって

いただければと思います。 

○廣瀬参事官 佐藤先生、お願いします。 

○佐藤委員 内容的には異論はないですけれども、恐らくこの事業はフォローアップが必
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須だと思います。では２年後に同じことを言われませんかということです。なので、これ

は絶対的に注視していく。これで終わりではないということだけは申し添えたほうがいい

と思います。 

○廣瀬参事官 それでは、ありがとうございました。 

 本評価結果及び取りまとめコメントを公開プロセスの結論とさせていただくことで、よ

ろしゅうございますでしょうか。 

（委員首肯） 

○廣瀬参事官 ありがとうございました。 

 いただいた御意見を踏まえまして、検討を行いまして、今後の予算要求、執行等にしっ

かり対応していくようにしてまいりたいと思います。 

 以上で「消費者行政新未来創造等調査経費」についての公開プロセスを終了させていた

だきます。どうもありがとうございました。 


